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宅地開発　西方・北別所一帯(高塚山古墳周辺)
１１月１０日（金）上記地区の宅地造成のための「簡易環境影響評価書」の説明会が、開発業者によって、大成公民館で行われ、５０名以上の近隣の住民の方が参加しました。

開発の面積（約１４ｈａ）が１０ｈａ以上２０ｈａ以下の為、準対象事業となり、「簡易的環境アセスメント」の実施となっています。「環境アセスメント」とは、開発事業の内容を決めるに当たって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査・予測・評価を行い、その結果を公表して、住民等、市町長、知事から意見を聴き、それらを踏まえて環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。通常の「環境アセスメント」は、「方法書」を作り、現地調査を行い、「環境アセスメント」の結果を「準備書」にまとめ、各段階で住民等の意見を聴き、「評価書」を作成します。「簡易的環境アセスメント」は、文献調査が基本となり、「簡易評価書」を作成し、住民等の意見を聴き、環境負荷低減を目的とした措置を記載した「措置報告書」を作成し、開発の許認可の申請、事業着手になります。（短期間で手続きが終了し、事業者の負担が少ない。）事後調査報告が必要になってきます。（三重県資料より）

いくつかの質問が出されましたが、満足のいく回答はありませんでした。
①開発区域が分りずらい(高塚山古墳との境界)②土地の買収状況③雨水対策(特に南側)④「マスタ―プラン」･「緑の計画」に対する見解、里山を守る⑤ヒメタイコウチの再調査⑥景観はどうなるのか⑦総合評価で地域の環境に及ぼす影響は小さいという理由は⑧交通はどうなるのか⑨風向きは変わるのか⑩２５８号線側の尾根は残るのか⑪残る竹林は誰が管理するのか⑫住民の理解は⑬どれだけの人が知っているのか⑭市の職員は何故出席していないのか等々。

今後、１２月４日まで意見の募集があり、数ヵ月後に県が承認すれば、事業者は具体的な開発申請に入ります。既にかなりの部分で桑名市との調整は行っているようですが、開発申請前に住民等の意見を聴く事になっており、その時に又説明会が行われます。
.                                                                                  .
来年度より私立で「認定こども園」が始まる。
１１月７日に第２回「桑名市子ども・子育て会議」が開かれました。
内容は、平成３０年度から始まる「認定こども園」についての紹介と「桑名市子ども・子育
て支援事業計画」の中間見直しのための検討の分科会の２件でした。
市立の「認定こども園」は、建設費用がない（？）為、中断中ですが、私立の安永保育園
（１１５名、１号認定１５名＋２号・３号認定１００名）が４月から、　　　　（右下へ）
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください。
日刊紙　月３,４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議員団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは　２２－３０２８　（星野自宅）
介護保険・成年後見制度　桑名で｢国家賠償請求訴訟｣
１１月７日、市内在住の女性（７７）と家族は、本来不必要な後見の申し立てによって精神的な苦痛や金銭的な損害を受けたとして、申し立てをした桑名市と、国（家裁）に約５１３万円の損害賠償を求めて津地裁四日市支部に提訴しました。

女性は同居の次女（４６）から虐待を受けている疑いがあるとして、市が昨年９月に一時保護（註：認知症女性の拉致事件として中日新聞が報道）し、後見人を付けるよう家裁に申し立てを行い、市内の弁護士が後見人になっていました。

名古屋高裁は、桑名市が一時保護したこの女性への成年後見人の選任を巡り、「本人の精神鑑定を経ておらず、手続きに違法がある」として、後見開始を決めた津家裁四日市支部の審判を取り消し、家裁に審理を差し戻す決定（註：決定は１月１０日付）をしました。家裁の決定を不服として、女性の家族は即時抗告していました。後見開始決定が覆るのは異例だそうです。

高裁の決定で、裁判長は、市が提出した診断書や認知症の簡易診断の結果から「女性が高度の認知症を示すとまで言えない」と指摘し、家事事件手続法が「（意思表示が全くできないなど）明らかにその必要がないと認めるとき以外、鑑定をしなければならない」と定めている一方、家族が提出した女性との面会記録からは「対話が一応成立」していることから、「明らかに鑑定の必要がないとは認められない」と結論づけました。

全国的に評判の悪い桑名の介護保険、寄ってたかっての応援会議で介護保険を受けさせない、介護保険から強引に卒業させ何処かにデビューさせる、安上がりな総合事業、お金を与えて介護保険を受けさせないようにするインセンティブ、それに今度の成年後見制度の問題、桑名市はどう対応するのでしょうか。３年前に国からの方針を忠実に強制的に桑名市にあてはめていった前副市長の無きあと、誰が対応するのだろうか。（やっぱり優秀なコンサルがついているのかな。）現在作成中（１６日の協議会で概略公表予定）の来年度からの「介護保険計画」に、桑名市は「権利擁護事業」をどの様に書き込むか、介護保険はずしを進める「総合事業」や「応援会議」等と共に注目されています。
.                                                                                  .
（左下より）　長寿保育園（１４５名、１号認定１５名＋２号・３号認定１３０名）が新規に建設され７月から「認定こども園」が開設されます。説明では、「認定こども園」は、幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設となっており、夕方までの延長保育の実施がうたわれています。
市内で初めての「認定こども園」＝幼保一元化が私立で行われます。どうなるのか。保育と教育の内容や人の配置状況、施設の状況など許認可関係の検証の必要性を感じました。（分科会の内容は略します。）
強引に進める「小中一貫校」のストップ！！を
多度地区で ｢小中一貫教育｣の 説明会（教育委員会主催）が行われています。

決して、多度だけの問題ではありません。多度をモデルとして「小中一貫校」を全市に（小学校の統廃合を前提に）広げようとしています。
追加の説明会が行われます。ぜひ参加して｢小中一貫教育｣を知りましょう。

１１月２６日(日)午後２時～、２８日(火)午後７時～（多度町支所）
４月に出された「桑名市学校教育あり方検討委員会」の答申「望ましい学校教育のあり方について」では、今後の対応や設置場所が書かれています。

中学校区毎に小中一貫校を設置し、現在の小学校は統廃合されます。対応時期は、早期に対応が必要な中学校区（多度中学校区、陽和中学校区、成徳中学校区、光風中学校区、長島中学校区）と中・長期的な対応が望まれる中学校区（明正中学校区、正和中学校区、陵成中学校区、光陵中学校区）に分類されています。
陽和中学校区を例にとると、陽和中、日進小・日進幼・山崎乳児保・日進公民館、立教小・立教幼・厚生館別館保・立教公民館、城東小・城東保・城東地区複合施設（はまぐりプラザ）、城南小・城南幼・城南地区市民センター・城南公民館等々の公共施設があり、設置場所については、「陽和中学校区は、日進小学校区、城東小学校区の全域と、立教小学校区、城南小学校区の一部を校区として有しており、立教小学校と城南小学校が分散進学している。陽和中学校（２５,８９４㎡）は他の公共用地と比較すると1番広大であり、設置場所としては、陽和中学校に設置することが望ましい。」と書かれています。

駅前開発･桑名市商業業務誘導地区建築条例パブコメより
【意見１】桑名駅周辺の無秩序で利益優先の中高層のマンション建設は、景観上も住環境上も多くの問題を抱えています（偏った人口の急増による小中学校の対策も）。今回、桑名市は「中心市街地ゾーン」（桑名駅東地区）に「内外から人が集まる賑わいと活力ある拠点づくりを進める」ために「マンションのみの建物」を制限したり、風俗店などを規制して、「魅力ある商店街の形成や回遊性のある商業空間づくり」を目指し、条例の制定を提案しています。
　建設業者など（中高層マンションを建てて、ひと儲けしたい企業や人）からは、財産権の侵害とか、条例どおりに１－２階に商業スペースを作って、テナントが入らなければ桑名市は保証してくれるのか等々の意見があります。
　私は、景観・住環境上、中高層のマンション建設そのものに反対です。ヨーロッパやイギリスでは、現在、中高層のマンション建設は壊されて、高くても４－５階にするのがステータスになってきているようです。
　今度の条例が、中高層のマンションの規制になるのなら賛成ですが、３月作成の「指導要綱」から「条例（案）」になって、内容が緩和され、その期待が薄れてきています。
【意見２】11年前、サンファーレ、あくまで、商業・サービス業が主であり、住宅を作るという目的ではありませんでした。それから10年余り、駅前の商業地区という名目で、住環境、特に日照権に全くの配慮を欠いた全館住居のマンションが建設されるに至り、余りの無策に、経済至上主義の現在の日本を見る思いでした。遅きに失したとはいえ、今回の規制条例制定は当然の帰結であり、中身を緩和して不動産・建設業界に媚びることは自ら首を絞めることになる。
【市の考え方】この条例制定の趣旨に関し、ご理解頂きありがとうございます。
【コメント】桑名市のこの回答は、何か勘違いしていませんか。
国際情勢と日本の状況

日米首脳会談　対話否定では国民の命守れぬ　　　　ｐ初来日したトランプ米大統領と安倍首相が首脳会談を行いました｡　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ会談の焦点の一つは､北朝鮮による核・ミサイル開発への対応でした。安倍首相は会談後の共同記者会見で「対話のための対話では全く意味がない」「『全ての選択肢がテーブルの上にある』とのトランプ大統領の立場を一貫して支持している」と従来の主張を繰り返しました。北朝鮮との対話を通じて核開発の放棄を迫る道を自ら閉ざし、米国による先制的な軍事力行使を容認する安倍首相の姿勢を改めて鮮明にするものであり、極めて重大です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐトランプ大統領が面会した北朝鮮による拉致被害者家族の横田早紀江さんは「制裁も必要だが、対話も必要」「戦争だけはやめてほしい。人を殺りくして街も破壊するのでは意味がない」と述べています。問題解決の唯一の道は、経済制裁の強化と一体に「対話による平和的解決」を図る事にあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ北朝鮮との対話の試みを「時間の無駄」と述べてきたトランプ大統領も、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長との会談について今は時期尚早としつつ、「私は必要であれば誰とでも会談する」「話をすることは悪いことではない。扉は開いている」とも述べています。そうした状況の中で、安倍首相がトランプ大統領に対し「対話のための対話は意味がない」と「対話否定論」を強調したことは、北朝鮮との交渉を模索する米政権内の動きをつぶそうとする大問題です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ北朝鮮問題をめぐる現在の最大の危険は、米朝の軍事緊張が高まる下で偶発的な事態や誤算から衝突が起こり、戦争に発展することです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ元防衛事務次官の秋山昌廣氏は「軍事行動をも排除しないという（首相の）対北朝鮮強硬姿勢は、日本に対する北からのミサイル攻撃の可能性が出てくるなど現実に日本の安全保障、国民の安全に深刻な危険をもたらしている」と警告、「少なくとも米側から軍事力を行使すべきではないという考えを、日本としても明らかにすべき」だと求めています。元政府高官から相次いでいる対話を求める声を受け止めるべきです。
最近の製造業大手の不正　違反を横行させた体質が問われるｐ神戸製鋼の製品検査データの改ざん、日産自動車やスバルでの無資格者による完成車の検査など製造業大手のルール無視の不正行為が相次いで発覚し、「日本のものづくりはどうなっているのか」と国内外で不信を広げています。各企業の体質が厳しく問われる事態で、徹底した解明が必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ神戸製鋼の取引先は、航空機、自動車、鉄道、建設機械、原発などの民間企業５００社以上にのぼり、影響の大きさは深刻です。取引は国外にも広がり、米司法省が顧客に販売した製品の書類の提出を神戸製鋼に要求、欧州航空安全局も域内を飛ぶ航空会社に神戸製鋼製品の交換を促す状況になっています｡｢不適合製品｣の安全性の確認についても、供給網の複雑化などの影響により調査完了の目途はたっていません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ日産自動車とスバルでは形態の違いはありますが、完成検査はブレーキやライトの性能、排ガスの濃度などを、計測機械を使って調べ、国の「保安基準」に合っているかをチェックするものです。車の安全に関わる最終工程の検査で「手抜き」がされていたことは、安全にたいする企業の認識自体が疑われます。同時に、大事な検査をメーカーに任せきりにしてきた国の責任も重いものがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ最近の大企業の悪質な不正行為の背景について、製造現場ですすめられるリストラ・合理化、非正規社員化など労働者を大切にしない姿勢を指摘する声も相次いでいます｡｢利益至上主義」が現場を疲弊させ、安全や品質を犠牲にし、ものづくりの基盤を掘り崩すような事態は見過ごせません。企業の社会的責任への自覚を欠いたものです。自民党を中心にした歴代政権が長年にわたって大企業を優遇する政治を続けてきたことが、大企業を“甘やかし”、モラルの低下や劣化を招いてこなかったのか。今回の一連の問題は、各企業の問題にとどまらず、日本の政治・経済・産業構造のあり方にも警鐘を鳴らしています。[image: image1.png]



日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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Ｎｏ．２９５　　　２０１７年　　１１　月　１６　日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５











































































































